
○朝霞市公共工事前金払取扱要領 

平成９年８月１日要領 

改正 

平成９年12月１日 

平成19年４月１日 

平成20年12月25日 

平成26年４月１日 

平成27年２月１日 

令和６年１月18日要領第４号 

朝霞市公共工事前金払取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）附則第７条

に規定する経費を前金払することについて必要な事項を定めるものとする。 

（前金払の対象） 

第２条 前金払の対象となる経費は、契約金額が１件130万円以上の土木建築に関する工事（以下「工

事等」という。）に要する費用とする。 

（入札の公告及び通知） 

第３条 前金払の対象となる工事等の入札について、令第167条の６第１項及び第167条の12第２項

の規定により公告及び通知を行うときは、前金払の有無及びその支払条件を明記しなければなら

ない。 

（支払条件等の協議） 

第４条 前金払の対象となる工事等の入札をするときは、工事等を主管する課（以下「工事主管課」

という。）の長は、出納室長、財政課長及び契約検査課長と前金払の支払条件等について協議し

なければならない。 

（前金払の割合等） 

第５条 前金払の額は、契約金額の10分の４以内とする。 

２ 前金払の支払は万円単位で行い、１万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとす

る。 

３ 継続費及び債務負担行為（以下「継続費等」という。）の２年以上にわたる契約における前金

払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。 



４ 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の

総額に対してすることができる。 

（前金払の請求及び支払） 

第６条 前金払を受けようとする者は、前金払請求書（別記様式）に公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第５条の規定に基づく保証事業会社の保証証書を添えて市長

に提出しなければならない。 

２ 前金払の請求及び支払に関して必要な事項については、朝霞市建設工事請負契約約款（以下「契

約約款」という。）第35条に定めるところによる。 

（前金払の使途制限） 

第７条 前金払は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事等に

おいて償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災

害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。 

（委任） 

第８条 この要領に定めるもののほか、工事等の前金払について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要領は、平成９年８月１日から施行する。 

２ この要領による規定は、平成９年８月１日以降の請負契約を締結する場合に適用し、同日前の

請負契約については、なお従前の例による。 

附 則（平成９年12月１日） 

１ この要領は、平成９年12月１日から施行する。 

２ この要領による規定は、平成９年12月１日以降の請負契約を締結する場合に適用し、同日前の

請負契約については、なお従前の例による。 

附 則（平成19年４月１日） 

１ この要領は、平成19年４月１日から施行する。（機構改革による課名の改正） 

附 則（平成20年12月25日） 

１ この要領は、平成20年12月25日から施行する。 

２ 改正後の第５条の規定は、施行の日以後に締結する請負契約から適用し、同日前に締結した請

負契約については、１件の工事請負金額が500万円以上で工期の最終日が同日から起算して60日以

上あるものについても適用することができる。 

附 則（平成26年４月１日） 



１ この要領は、平成26年４月１日から施行する。（機構改革による変更） 

附 則（平成27年２月１日） 

１ この要領は、平成27年２月１日から施行する。（様式の変更） 

附 則（令和６年１月18日要領第４号） 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領による規定は、令和６年３月１日以降の請負契約を締結する場合に適用し、同日前の

請負契約については、なお従前の例による。 



別記様式 

前金払請求書 

 

  年  月  日 

 

朝霞市長  宛 

 

 

所 在 地 

（申請者）会 社 名 

代表者名           印 

 

 

下記の工事について、前金払の支払を請求します。 

 

記 

工 事 名  

工 事 場 所  朝霞市 

工 期      年  月  日 から     年  月  日まで 

契 約 金 額              

前金払請求額  
 

「契約金額の１０分の４以内（１万円未満切捨て）」 

 

 

振 込 先 

金融機関・支店名  

口座番号  

（フリガナ） 

名 義 人 

 

 

 注１）この請求は、入札公告、指名通知において前金払を認めた場合に行うことが 

   できます。 

 注２）この請求書は、次の添付書類とともに、工事発注課に提出してください。 

   「添付書類」 

保証事業会社の前金払保証証書 

 注３）前金払は、保証事業会社の指定する金融機関の口座に支払いますので、振込 

   先には必ず、当該口座を記入してください。  


